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東京都建築士事務所協会一般社団法人

建築士法の改正（平成 26 年法律 92 号）により、建築士事務所の登録事項に所属建築士の氏名等
（建築士法第 23 条の 2、第 23 条の 5等）が追加され、事務所登録時において、暴力団排除規定
（建築士法第 23 条の 4）が新設されました。改正事項はつぎのとおりです。

　　
所属建築士の氏名等が新たに登録事項となったため、平成 27 年 6月 25 日の施行日より 1年以内に、                       
所属建築士の変更がない場合でも、開設者は所属建築士の氏名及びその者の建築士の種別等を所定                       
様式にて、東京都知事に届出が必要となりました。（改正建築士法附則３条）                      
当会が登録業務について受託しております。 詳しくは、本会ＨＰの登録の箇所をご覧いただき、
ご質問等は本会登録センターにお願いします。          本会登録センター　電話：03-5272-1069      

１　登録申請書式の改正                    
２　登録事項変更届の改正                       
    　①役員の変更　②所属建築士の変更                      
３　附則３条の規定による所属建築士の届出  

  重　要

建築士法改正(H27/6/25施行)に伴う建築士事務所登録申請等に係る改正事項について

　届出はお済みですか！？

　◎日　　時       第 1 回平成２８年 4月 19 日　  
　　　　　　　 第 2回平成２８年 5月 31 日
　 ◎会　　場　　（一社）東京都建築士事務所協会　
      ◎定　　員　　35 名    ◎参加費    会員 1,000 円　非会員 1,500 円

　　建築物省エネ法に関する実務者研修会

基礎編　建築物省エネ法概要を理解する上で必要なエネルギー政策の流れや法の基礎と
                 なる省エネルギー基準の概略について
本編　    建築物省エネ法の柱についての注意点と運用に向けての注目すべき点について
実務編　建築物省エネ法の省エネ計画や評価手法など課題による研修と演習。
《 一例 》   ・ 非住宅建築物の建築物省エネ法規制対象
　　　　・非住宅建築物のエネルギー消費性能基準）について
　　　　・建築物省エネ性能表示制度 (ＢＥＬＳ）の概要         

建築士法の改正は、事務所協会が中心となって成立した法律です。 
特に、事務所協会の会員は、未提出を「０」にするよう全国の事務所協会でも
努めておりますので、平成 28 年 6月 24 日までの提出にご協力をお願いします！

【 改正事項 】

国　交　省　か　ら　の　周　知　依　頼
平成 27 年 7 月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（建築物省エネ法）が公布されま
した。本法では、販売・賃貸事業者に対する建築物の省エネ性能の表示の努力義務が規定され、本年４
月より施行されます。この度、具体的な表示事項及び表示方法等について定めた「建築物の省エネ性能
表示のガイドライン【正式名称：建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針（平成 28 年国土交通
省告示第 489 号）】が平成 28 年３月 11 日に公布（平成 28 年４月１日施行）されました。
プレスリリースホームページ  http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000656.html
省エネ性能の表示に関するホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000114.html
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　　　　　　   第 89 回　定　時　総　会　　　　　　　　　 
　　　　    6 月 30 日（木）　新宿京王プラザホテル
　　　 　     にて、開催されます。ご予定に入れてください。

 お知ら
せ

◇日　   時　　　　平成 28 年 4月 14 日 ( 木 )     18 時 ~19 時 30 分 ( 終了後、懇親会を予定）
◇会　  場     　       本会、会議室　 
◇講　  師　            藤田　香織氏    東京大学大学院工学系研究科建築学専攻准教授
◇参 加 費                 無料
◇テ ー マ                 『現存する歴史的建造物の文化的な価値を継承しながら、その安全性を
　　　　　　　　  確保するために必要な工学的資料』『今後の木造建築に何が反映できるか』 
◇申込方法　           詳細は、本会のHPをご覧ください。      　　　　     　　　　

◎会場コード 2F-51　
　講習日　 28 年 5月 24 日 ( 火）　定員 252 名　
　会　場　 あいおいニッセイ同和損保新宿ホール
　受付期間  4/1 ～ 5/2(5/2 消印有効）

◎会場コード 2F-52
 　講習日　28 年 7月 7日 ( 木）　   定員 160 名　
　会　場　ベルサール西新宿　room  6
    受付期間  4/1 ～ 5/31(5/31 消印有効）
※上記共通受講料　12,960 円

◎受講申込書は、窓口にて配布もしくは、ＨＰからダウンロードしてください。
◎本会へ簡易書留郵便にて申込ください（本会への持参は受付不可）
◎受付期間中でも、定員に達した場合は受付を終了させていただきます。ご了承ください。
◎受講申込書の記入方法は等は、受講申込書付属の受講要領をご参照ください。

　★ 第８回  青年部会基礎セミナー 　歴史的木造建築の構造特性と耐震性　

◎会場コード 2F-01　
　講習日　 28 年 6月 21 日 ( 火）　定員 70 名　
　会　場　 中野サンプラザ  研修室 10
　受付期間  4/1 ～ 5/20(5/20 消印有効）
    受   講  料　16,200 円
　※申込方法は、下記をご
　　覧ください。

定期講習 管理建築士講習

                       2016 年 5 月 20 日（金）～ 22 日（日） 
 　　　　募集期間　　2016 年 2 月 22 日～ 4 月 15 日

　　　　世界遺産と長崎の教会群・キリスト教関連遺産を見る
　　　募集人数　30 名          参加費　会員 85,000 円　一般 95,000 円
　　　　　※　詳細は本会HPをご覧ください。　　

長崎研修旅行　研修委員会主催
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